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単 人

調 国税庁「税務統計（相続税関係）」をもとにセールス手帖社保険FPS研究所作成

単 万円

被相続人1人あたりの課税価格、相続税額（納付税額）ともに近年は減少傾向にある。

参考資料：13

被相続人1人あたりの課税価格・相続税額（納付税額）の推移1
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13.01注

調 国税庁「税務統計（相続税関係）平成22年分」をもとにセールス手帖社保険FPS研究所作成
生命保険金等は「その他」に入る（総額比3.1%）。

単 億円（％）

相続税の対象となる財産の種類別内訳としては、不動産が全体の5割以上を占めている。

調査時期：平成22年分

相続税の種類別取得財産価額2
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注
調 最高裁判所「司法統計年報（家事事件編）」
件数は調停と審判の合計。

単 件

遺産分割事件は、近年増加傾向にある。

遺産分割事件（家事調停・審判）の
新受件数の推移3

調査件数
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調 国税庁「相続税の調査の状況について」

単 件

相続税の実地調査が入った件数は、近年14,000件前後で推移している。

相続税の調査事績4
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相続と遺産分割の状況9
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